
明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する 

条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

（平成１７年条例第２２号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項 

を定めるものとする。 

（公募方法） 

第２条 条例第２条本文の規定による公募は、告示により行うとともに、市の広報 

紙への掲載、インターネットの利用その他広く周知することのできる方法によっ 

て行うものとする。 

（指定申請書） 

第３条 条例第３条の規定による申請は、明石市指定管理者指定申請書（様式第１ 

号）により行わなければならない。 

（選定結果の通知） 

第４条 市長は、条例第４条第１項の規定により指定管理者の候補者を選定したと 

きは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を明石市指定管理者選定結果 

通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

２ 市長は、条例第４条第３項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、 

当該指定管理者の候補者に対し、その旨を明石市指定管理者選定通知書（様式第 

３号）により通知するものとする。 

（指定管理者の指定等の通知） 

第５条 市長は、条例第５条第１項の規定による指定管理者の指定をしたときは、 

速やかにその旨を当該指定をした団体に対し、明石市指定管理者指定通知書（様 

式第４号）により通知するものとする。 

２ 市長は、条例第９条第１項の規定による指定の取消し又は管理の業務の停止を 

したときは、速やかにその旨を当該指定の取消し又は管理の業務の停止をした団 

体に対し、明石市指定管理者指定取消等通知書（様式第５号）により通知するも 

のとする。 

（補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第３条関係） 

明石市指定管理者指定申請書 

年 月 日 

明石市長 様 

申請者 

所 在 地 

団 体 名 

代 表 者 氏 名 印 

連絡先(電話) 

下記施設について指定管理者の指定を受けたいので、明石市公の施設に係る指定 

管理者の指定手続等に関する条例第３条の規定により、関係書類を添えて申請しま 

す。 

記 

施設の名称 

所 在 地 

注 添付書類 

(１) 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては、会則等） 

(２) 管理を行う公の施設の事業計画書 

(３) 管理に係る収支計画書 

(４) 経営状況を説明する書類 

(５) その他市長が必要と認める書類

http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/reiki/reiki_honbun/word/106100011.doc


様式第２号（第４条関係）

明石市指定管理者選定結果通知書 

第 号 

年 月 日 

様 

明石市長 印 

年 月 日付けで申請のありました下記施設に係る指定管理者の候補者 

については、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第 

１項の規定により、 次のとおり指定管理者の候補者を選定しましたので通知します。 

記 

施 設 の 名 称 

所 在 地 

選定した団体 

選定した理由



様式第３号（第４条関係） 

明石市指定管理者選定通知書 

第 号 

年 月 日 

様 

明石市長 印 

明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第３項の規定 

により、下記施設に係る指定管理者の候補者として、次のとおり選定しましたので 

通知します。 

記 

施 設 の 名 称 

所 在 地 

選定した理由



様式第４号（第５条関係） 

明石市指定管理者指定通知書 

第 号 

年 月 日 

様 

明石市長 印 

明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項の規定 

により、下記施設に係る指定管理者に指定することに決定しましたので、次のとお 

り通知します。 

記 

施設の名称 

所 在 地 

指 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで



様式第５号（第５条関係） 

明石市指定管理者指定取消等通知書 

第 号 

年 月 日 

様 

明石市長 印 

指定管理者の指定について、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関 

する条例第９条第１項の規定により、次のとおり決定しましたので通知します。 

記 

決 定 の 内 容 

上記の決定を 

した理由 

注 １ この処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日 

の翌日から起算して６０日以内に明石市長に対し、異議申立てをすること 

ができます。 

２ この処分の取消しを求める訴えは､この処分の通知を受けた日の翌日か 

ら起算して６箇月以内に、明石市を被告として（明石市長が被告の代表者 

となります。）、提起することができます。ただし、上記１の異議申立てを 

した場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定 

の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に提起しなければいけな 

いこととされています。


